
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
お
支
払

い
が
で
き
る
ほ
か
、
地
方
税

統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
利
用
で

き
ま
す
。

◆
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
方

特
別
徴
収
と
は
、
年
金
受

給
額
か
ら
国
民
健
康
保
険
税

を
天
引
き
す
る
こ
と
に
よ
り

納
め
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

７
月
中
旬
に
納
税
通
知
書
兼

特
別
徴
収
額
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
に
は
、

低
所
得
者
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
の
「
軽
減
制
度
」
や

特
別
な
事
情
が
生
じ
た
場
合

の
「
減
免
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

◆
軽
減
制
度

前
年
中
の
所
得
が
一
定
の

基
準
以
下
の
世
帯
は
、
保
険

税
の
う
ち
均
等
割
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
軽
減
の
割
合
は
、

世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
７
割
・

軽
減・減
免
制
度

国
民
健
康
保
険
は
、
病
気

や
け
が
を
し
た
場
合
に
安
心

し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
医
療
費
の
負

担
を
支
え
あ
う
、
助
け
合
い

の
制
度
で
す
。

そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
大

切
な
財
源
が
、
国
民
健
康
保

険
税
で
す
。
期
限
ま
で
に
必

ず
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

納
付
方
法
は
次
の
と
お
り

で
す
。

◆
普
通
徴
収
の
方

７
月
中
旬
に
納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
金
融
機
関

５
割
・
２
割
で
す
。
ま
た
、

18
歳
以
下
の
被
保
険
者
（
高

校
３
年
生
相
当
）
が
い
る
場
合
、

未
就
学
児
分
が
５
割
、
学
生

分
が
２
割
５
分
、
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

所
得
の
申
告
を
し
て
い
な

い
場
合
は
軽
減
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
減
免
制
度

火
災
や
天
災
、
事
業
の
不

振
な
ど
に
よ
り
、
財
産
に
著

し
い
損
失
が
生
じ
、
保
険
税

の
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
っ
て
保
険
税
の
一

部
が
減
免
さ
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

◆
75
歳
に
な
る
方
の
被
扶
養
者

の
減
免
制
度

75
歳
に
な
る
方
が
、
会
社

の
健
康
保
険
な
ど
か
ら
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
被
扶

養
者
の
方
（
65
歳
〜
74
歳
）

が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
場
合
、
申
請
に
よ
っ
て
保

険
税
の
一
部
減
免
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

毎
年
５
回
（
５
月
、
７
月
、

９
月
、
11
月
、
２
月
）
送
付

し
て
い
た
国
民
健
康
保
険
の

医
療
費
通
知
が
、
年
に
２
回

（
５
月
、
２
月
）
に
変
更
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

送
付
し
て
い
た
三
つ
折
り
の

ハ
ガ
キ
か
ら
、
封
筒
（
Ａ
４

用
紙
）
で
の
お
知
ら
せ
に
変

更
と
な
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
、

ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
医
療
費
の

お
知
ら
せ（
医
療
費
通
知
）

に
つ
い
て

問
保
険
年
金
課
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